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雲上峠遠景（東南から）



第２章　南北朝の争乱と幕府統治
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１　

足
利
尊
氏
と
九
州
武
士
団
ー 

多
々
良
浜
合
戦
・
逆
転
勝
利
の
真
相

多
々
良
浜
（ 

箱
崎
）
合
戦

１

２

図2ｰ1　多々良浜の位置（約１/55万・国土地理院）

１　
「
小
川
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
』九
州
編 

５
５
３

２　

以
下
、史
料
の
多
く
は『
大
日
本
史
料
』６
編
３
に
所
収
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３

３ 　

当
時
、到
着
の
こ
と
を
着
到
と
い
っ
た
。
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4

５

図2ｰ2　宝満山遠景

４　
「
宗
像
文
書
」ほ
か『
大
日
本
史
料
』６
編
３
、92
〜
94
頁

５　
「
跡
」と
は
前
任
者
や
敵
対
者
が
い
な
く
な
っ
た
跡
地
で
あ
る
。

場
合
に
よ
り
、依
然
敵
が
勢
力
を
維
持
し
て
い
れ
ば
、排
除
し
た
上

で
自
分
の
所
領
と
す
る
。
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６

７

６　
「
曾
禰
崎
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』、前
掲
・
小
川
文
書

７　
『
大
日
本
史
料
』６
編
の
３
・
１
３
９
〜
１
６
８
頁
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８

９

10

８　
「
曾
禰
崎
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』８
２
０
、沙
弥
は

お
そ
ら
く
一
色
道
猷
で
あ
ろ
う
。

９　
「
都
甲
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』７
９
７
、野
中
文
書

『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』７
９
５
、野
上
文
書『
南
北
朝
遺
文
・
九

州
編
』８
１
０

10　
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』３
３
４
０
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11

養
父
郡
に
お
け
る
貞
和

－

直
冬
と 

観
応
擾
乱

12

13

14

15

16

17

図2ｰ3　藤木長福寺（足利尊氏の伝説をもつ）

11　
「
島
津
家
文
書
」『南
北
朝
遺
文・九
州
編
』４
４
６
６
、４
４
６
７

12　

文
書
の
破
損
の
た
め
実
名
は
不
明

13　
「
龍
造
寺
文
書
」「
南
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』

２
４
２
８
、２
４
２
９
、２
４
３
１

14　
「
近
藤
文
書
」『
遺
文
』２
５
９
７

15　
「
綾
部
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』２
５
９
８
。ト
ク
フ

チ
、ト
ク
ブ
チ
と
い
っ
た
地
名
は
、い
ま
の
と
こ
ろ
検
出
で
き
な
い
。

16　
「
阿
蘇
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』２
６
３
５
、２
６
５
２

３
８
８
０

17　

そ
れ
以
後
は
観
応
２
年
を
使
用
す
る
。
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18

19

20
、

21

22

 

今
川
了
俊
の
登
場
と
荘
園
支
配
の
推
移

図2ｰ4　宛行地位置図（約１/4.5万・国土地理院）

18　
「
深
堀
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』２
７
１
２

19　
「
後
藤
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』２
８
５
４

20　
「
山
代
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』３
２
９
５

21　
「
伊
東
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』３
４
２
７

22　
「
大
鳥
居
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』２
７
７
３
、「
天

満
宮
文
書
」『
遺
文
』２
７
９
５
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23

24

図2ｰ5　鳥栖周辺布陣位置図

23　
「
入
江
文
書
」応
安
８
年
２
月「
日
田
原
氏
能
軍
忠
状
」『
南
北

朝
遺
文
・
九
州
編
』５
１
７
１

24 

以
下
前
後
の
動
き
は
、『
大
日
本
史
料
』６
編
37
、４
頁
や
応

安
七
年
七
月「
毛
利
元
春
軍
忠
状
案
」「
毛
利
家
文
書
」（
永
和

二
年
）三
月
十
一
日「
今
川
了
俊
書
状
」「
同
」応
安
八
年
八
月
。　

「
日
長
井
貞
広
軍
忠
状
写
」『
萩
藩
閥
閲
録
』『
遺
文
』５
１
１
２
、 

５
２
７
７
、５
２
３
１
に
よ
る
。

　

な
お
大
将
は
氏
兼
と
す
る
も
の
と
、右
衛
門
佐
殿
つ
ま
り
今
川
頼

泰（
了
俊
弟
、仲
秋
、了
俊
養
子
）と
す
る
も
の
が
あ
る
。（
前
掲『
遺
文
』

５
１
７
１
）

25　
『
大
日
本
史
料
』『
福
岡
県
の
地
名
』『
遺
文
』の
注
記
は
筑
前

国
怡
土
郡
高
上
村
と
す
る
が
誤
り
で
あ
る
。
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二
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一

レ
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28

29

30

図2ｰ6　所熊城写真（奥３峰、左手前の山は朝日山‐当時は日隈山）

26　

前
掲『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』５
１
７
１

27　

右
衛
門
佐
殿
、中
国
風
に
い
え
ば
金
吾
で
、金
吾
も
同
じ
人
物

28　

野
老
は「
と
ろ
ろ
」で
あ
る
か
ら
、「
と
こ
ろ
く
ま
」で
あ
る
。

29　

年
欠（
永
和
二
年（
１
３
７
６
）三
月
十
一
日「
今
川
了
俊
書

状
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』５
２
７
７

30　

前
掲『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』５
２
８
３
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31

２　

市
域
内
の
荘
園
の
動
向

 

大
隅
守
護
領
倉
上
庄　

32

33

31　
「
正
任
記
」文
明
十
年
十
一
月
九
日
、「
渋
川
教
直
書
状
案
」

『
山
口
県
史
』

図2ｰ7　蔵上町航空写真（平成18年）

32 　
「
島
津
家
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』４
４
６
６
、４
４
７ 

０
。な
お
島
津
氏
所
領
注
文『
薩
藩
旧
記
』『
遺
文
』４
４
７
０
に
も

同
じ
記
事
が
あ
る
。

33　

守
護
管
国
で
は
な
い
国
。
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34

35

36

37

図2ｰ8　西海道と蔵上（養父郡家推定地）

34　
『
福
岡
県
の
地
名
』　

日
本
歴
史
地
名
大
系
41　

平
凡
社

２
０
０
４

35　
「
荒
木
家
有
軍
忠
状
」・「
近
藤
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州

編
』２
５
９
７

36　
『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』６
３
５
３

37　
『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』５
６
８
１
、６
３
４
２
ほ
か
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天
満
宮
領
神
辺
庄
・ 
飯
田
村
・ 

鳥
栖
庄
・ 

曽
根
崎
庄

38

39

40

41

42

村
田
庄

38　
「
太
宰
府
天
満
宮
史
料
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』５
５
０
１

39　
「
太
宰
府
天
満
宮
史
料
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』２
９
８
８

40　
「
太
宰
府
天
満
宮
文
書
」『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』５
７
１
８

41　
『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』、写
真
は
川
添
昭
二『
今
川
了
俊
』

93
頁
に
あ
る
。

42　
『
南
北
朝
遺
文
・
九
州
編
』５
９
４
５
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コ
ラ
ム 　

村
田
氏
に
つ
い
て

鳥
栖
市
村
田
町
は
、
中
世
に
宇
佐
八
幡
宮
領
の
村
田

庄
の
故
地
で
あ
る
。
荘
園
の
成
立
は
、
応
徳
２
〜
保
安

４
年
（
１
０
８
５
〜
１
１
２
３
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
史
料
上
の
初
見
は
、
正
応
５
年
（
１
２
９
２
）

の
「
惣
田
数
注
文
」
（
河
上
神
社
文
書
）
で
あ
る
。

こ
こ
に
庄
園
分
と
し
て
「
村
田
庄　

百
二
十
七
丁
」
と

あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
宇
佐
大
鏡
」
に
は
、
「
村

田
別
府
」
と
あ
り
、
田
数
１
３
０
丁
、
加
地
子
米
30

石
で
半
分
が
不
輸
租
（
税
の
半
分
が
免
除
）
で
あ
っ
て
、

宇
佐
大
宮
司
公
順
の
私
領
と
あ
る
。
両
者
は
同
一
の
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
荘
園
の
地
頭
職
は
、
貞
和
６
年
（
１
３
５
０
）

の
足
利
直
冬
下
文
（
後
藤
家
文
書
）
に
よ
る
と
、
後

藤
兵
庫
允
光
明
に
宛
が
わ
れ
て
い
る
。
後
藤
氏
は
杵
島

郡
塚
崎
荘
（
現
武
雄
市
）
を
本
拠
地
と
す
る
在
地
領
主

で
あ
る
が
、
本
文
書
中
に
「
由
緒
之
地
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
後
藤
氏
は
旧
来
か
ら
当
庄
の
地
頭
職
を
所
持

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
観
応
３
年

（
１
３
５
２
）
に
は
、
日
向
国
の
伊
東
祐
武
に
当
庄
地

頭
職
が
宛
が
わ
れ
て
い
る
（
日
向
記
）
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、
そ
の
後
の
村
田
庄
地
頭
職
に
つ
い
て
の
記
録
は
、

残
存
し
て
い
な
い
。

一
方
、
村
田
を
苗
字
の
地
と
し
、
９
通
の
文
書
「
村

田
文
書
」
（
新
熊
本
市
史　

史
料
編
２
）
を
残
す
、

村
田
氏
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
号
が
わ
か

る
最
も
古
い
文
書
は
、
応
永
８
年
（
１
４
０
１
）
５

月
26
日
付
け
の
村
田
入
道
に
宛
て
た
千
葉
胤
興
安
堵
状

写
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
肥
前
国
養
父
郡
村
田
内
十
二

町
事
、
任
二

相
伝
之
旨
一

、
知
行
不
レ

可
レ

有
二

相
違
一

之

状
、
如
レ

件
」
と
あ
り
、
村
田
氏
が
先
祖
相
伝
の
地
と

し
て
村
田
の
地
内
12
町
の
知
行
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

同
様
の
安
堵
状
は
、
永
正
４
年
（
１
５
０
７
）
８
月

１
日
付
け
で
和
是
（
九
州
探
題
ヵ
）
か
ら
村
田
治
部
丞

に
も
充
て
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
天
文
７
年

（
１
５
３
８
）
11
月
22
日
に
は
、
九
州
探
題
渋
川
貞
基

（
義
基
）
か
ら
秀
員
へ
「
村
田
因
幡
守
一
跡
之
儀
連
続

之
事
」
と
し
て
、
そ
の
知
行
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

年
欠
文
書
だ
が
、
森
繁
宣
（
九
州
探
題
渋
川
尹
繁
の

被
官
ヵ
）
書
状
写
は
「
基
肄
郡
衆　

養
父
郡
衆
」
に
宛

て
て
、
「
敵
城
の
柑
子
岳
が
唯
今
酉
刻
に
落
城
し
た
の

で
、
す
ぐ
に
各
人
は
そ
の
境
に
出
陣
す
る
よ
う
に
せ
よ
。

そ
の
時
に
は
故
参
当
参
（
被
官
化
の
新
旧
）
を
問
わ
ず
、

す
ぐ
さ
ま
馳
参
じ
、
油
断
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
も
し
無

沙
汰
の
者
が
い
た
な
ら
ば
、
軍
忠
が
あ
っ
て
も
聞
き
入

れ
な
い
と
の
仰
出
で
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
。
現
在
の
福

岡
市
西
区
今
浜
に
あ
る
柑
子
岳
城
は
、
こ
の
時
期
大
友

軍
と
大
内
軍
の
攻
防
の
場
に
な
っ
て
い
た
。
探
題
方
は

大
内
軍
の
一
翼
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
基
肄
郡
衆
と

養
父
郡
衆
は
、
与
力
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
が
村
田
家
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
村
田

氏
は
こ
の
時
期
九
州
探
題
渋
川
尹
繁
を
支
え
る
養
父
郡

衆
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
と
、
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
村
田
文
書
」
に
は
、
和
是
か
ら
村
田
総
三
郎

宛
の
文
書
が
３
通
あ
る
。
永
正
４
年
７
月
28
日
の
和
是

吹
挙
状
写
に
よ
る
と
、
総
三
郎
は
和
是
を
通
じ
て
京
都

（
室
町
幕
府
）
に
官
途
名
の
治
部
丞
を
所
望
し
て
、
許

さ
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
後
、
村
田
12
町
の
本
地
安
堵

を
う
け
た
（
和
是
知
行
安
堵
状
写
）
。
さ
ら
に
そ
れ
以

前
に
は
、
年
未
詳
３
月
16
日
付
け
で
村
田
村
居
屋
敷
分

六
町
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
（
和
是
書
状
写
）
。
こ
れ
ら

は
、
村
田
氏
と
九
州
探
題
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
示
し

て
い
る
。

前
述
の
和
是
書
状
写
で
は
、
三
根
郡
が
静
謐
（
戦
乱

が
鎮
ま
っ
た
）
に
な
っ
た
の
で
、
ま
ず
は
村
田
村
居
屋

敷
分
六
町
の
知
行
を
認
め
る
と
あ
り
、
九
州
探
題
領
が

安
堵
さ
れ
た
と
き
に
は
、
村
田
村
一
村
を
安
堵
す
る
と

あ
る
。
当
時
、
村
田
氏
が
村
田
村
（
村
田
庄
と
同
一

カ
）
全
域
を
知
行
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

の
だ
が
、
同
時
に
九
州
探
題
自
身
も
探
題
領
の
支
配
が

不
確
実
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
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